
第１５回新型インフルエンザ対策本部会議の結果について 

                     

１．開催日時 

平成 21 年 7 月 27 日（月） 9 時～9時 30 分 

場所：市役所 ２階大会議室 

出席者 市長、副市長、教育長、本部員等 計 24 名出席 

 

２.県での担当責任者会議の報告 

 ①新型インフルエンザに関する国の方針を踏まえた福井県の対策の変更点 

  (変更後の対応) 

・ 患者等への対応・・自宅での療養、濃厚接触者への外出自粛の協力要請 

・ 医療体制・・発熱外来の廃止、原則として一般医療機関での診療、自宅療養 

・ PCR 検査・・集団発生した場合に実施 

・ 県民への周知・・季節性インフルエンザでの学校休業等と同じ取り扱い 

・ 学校等での休業・・複数の患者が発生した場合に必要に応じ臨時休業の要請 

・ イベント・集客施設・・これまで通り、自粛・休業要請は行わない 

  

 ②県の体制の変更 

・ 県新型インフルエンザ対策本部は解散せず、幹事会を設置し、集団感染防止

対策を実施する。 

・ 発熱相談センターの相談時間の変更 

平日・土・日・祝日 午前 8時 30 分～午後 9時を 

              ⇒ 平日 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分に変更 

 ③市の体制の変更 

・ 市新型インフルエンザ対策本部は解散せず、今後の開催を柔軟に対応する 

・ 市の相談窓口を県にあわせ変更する 

平日   午前 9時～午後 8時 

平日・土・日・祝日 午前 9時～午後 5時 を 

⇒ 平日 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分 

  ・8 月 5 日に住民周知のチラシ発行 


